
資料５－２ 第六次千葉県障害者計画　数値目標（案）

No. 施策番号 主要施策 基本施策 担当課
数値目標
番号 数値目標 単位

２８年度
（実績）

３０年度
（目標）

３１年度
（目標）

３２年度
（目標）

説明欄

1 ４-（１）
４　障害のある子どもの
療育支援体制の充実

（１）障害のある子ども
のライフステージを通じ
た一貫した療育支援体
制の充実

障害福祉事業課（療育） 3 児童発達支援センター数 箇所 36

・五次計画からの継続・基本指針活動指標（全ての
市町村（単独での設置が困難な場合には圏域）に1
か所以上設置）・内閣府障害者基本計画関連成果
目標

2 ４-（１）
４　障害のある子どもの
療育支援体制の充実

（１）障害のある子ども
のライフステージを通じ
た一貫した療育支援体
制の充実

障害福祉事業課（療育） 6 児童発達支援事業所数 箇所 271

・五次計画からの継続・内閣府障害者基本計画
関連成果目標

3 ４-（１）
４　障害のある子どもの
療育支援体制の充実

（１）障害のある子ども
のライフステージを通じ
た一貫した療育支援体
制の充実

障害福祉事業課（療育） 医療型児童発達支援事業所数 箇所 8

・内閣府障害者基本計画関連成果目標

4 ４-（１）
４　障害のある子どもの
療育支援体制の充実

（１）障害のある子ども
のライフステージを通じ
た一貫した療育支援体
制の充実

障害福祉事業課（療育） 7 放課後等デイサービス事業所数 箇所 488

・五次計画からの継続、内閣府障害者基本計
画関連成果目標

5 ４-（１）
４　障害のある子どもの
療育支援体制の充実

（１）障害のある子ども
のライフステージを通じ
た一貫した療育支援体
制の充実

障害福祉事業課（療育） 4 保育所等訪問支援事業所数 箇所 45

・基本指針活動指標（全ての市町村において保
育所等訪問支援を利用できる体制の構築）、内
閣府障害者基本計画関連成果目標

6 ４-（１）
４　障害のある子どもの
療育支援体制の充実

（１）障害のある子ども
のライフステージを通じ
た一貫した療育支援体
制の充実

障害福祉事業課（療育） 8 ライフサポートファイルの実施市町村数 市町村 39

・五次計画からの継続

7 ４-（２）
４　障害のある子どもの
療育支援体制の充実

（２）障害のある子どもと
家族への在宅支援機能
の強化

障害福祉事業課（事業） 1
短期入所事業所数（障害のある子どもを
受け入れる施設）

箇所 96 102 108 114

・五次計画からの継続

8 ４-（２）
４　障害のある子どもの
療育支援体制の充実

（２）障害のある子どもと
家族への在宅支援機能
の強化

障害福祉事業課（地域） 2
居宅介護事業所数（障害のある子どもを
受け入れる事業所）

箇所 750 800 850 900

・五次計画からの継続

9 ４-（２）
４　障害のある子どもの
療育支援体制の充実

（２）障害のある子どもと
家族への在宅支援機能
の強化

障害福祉事業課（地域）
新生児科からの在宅移行支援研修の受
講者数

人 - 20 20 20

・新規（独自指標）

10 ４-（３）
４　障害のある子どもの
療育支援体制の充実

（３）地域における相談
支援体制の充実

障害福祉事業課（療育） 5,14
障害児等療育支援事業（実施見込み箇
所数）

箇所 56 50 50 50

・五次計画からの継続、・基本指針活動指標

11 ４-（３）
４　障害のある子どもの
療育支援体制の充実

（３）地域における相談
支援体制の充実

障害福祉事業課（療育） 14
障害児等療育支援事業（相談見込み件
数）

件 27,111

・五次計画からの継続

12 ４-（３）
４　障害のある子どもの
療育支援体制の充実

（３）地域における相談
支援体制の充実

障害福祉事業課（療育） 9 療育支援コーディネーターの配置人数 人 6

・五次計画からの継続

13 ４-（４）
４　障害のある子どもの
療育支援体制の充実

（４）障害のある子ども
への医療・福祉サービ
スの充実

障害福祉事業課（療育） 11
医療的ケア児支援のための関係機関の
協議の場の設置数

箇所

・基本指針活動指標

14 ４-（４）
４　障害のある子どもの
療育支援体制の充実

（４）障害のある子ども
への医療・福祉サービ
スの充実

障害福祉事業課（療育） 10
主に重症心身障害児を支援する児童発
達支援事業所箇所数

箇所 24

・基本指針活動指標（全ての市町村（単独での
確保が困難な場合には圏域）に1か所以上確
保）・内閣府障害者基本計画関連成果目標

増加に努めます

数値目標から削除

増加に努めます
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15 ４-（４）
４　障害のある子どもの
療育支援体制の充実

（４）障害のある子ども
への医療・福祉サービ
スの充実

障害福祉事業課（療育） 10
主に重症心身障害児を支援する放課後
等デイサービス事業所箇所数

箇所 25

・基本指針活動指標（全ての市町村（単独での
確保が困難な場合には圏域）に1か所以上確
保）・内閣府障害者基本計画関連成果目標

16 ４-（４）
４　障害のある子どもの
療育支援体制の充実

（４）障害のある子ども
への医療・福祉サービ
スの充実

障害福祉事業課（療育） 15
医療的ケア児に対する関係分野の支援
を調整するコーディネーターの配置人数

人 - 29 37 47

・基本指針活動指標

17 ４-（４）
４　障害のある子どもの
療育支援体制の充実

（４）障害のある子ども
への医療・福祉サービ
スの充実

障害福祉事業課（療育） 障害児入所施設数 箇所 16 17 17 17

・内閣府障害者基本計画関連成果目標

18 ４-（４）
４　障害のある子どもの
療育支援体制の充実

（４）障害のある子ども
への医療・福祉サービ
スの充実

障害福祉事業課（療育） 12 福祉型障害児入所施設入所定員 人 278 288 288 288

・五次計画からの継続

19 ４-（４）
４　障害のある子どもの
療育支援体制の充実

（４）障害のある子ども
への医療・福祉サービ
スの充実

障害福祉事業課（療育） 13 医療型障害児入所施設入所定員 人 582 582 582 582

・五次計画からの継続

20 ４-（５）
４　障害のある子どもの
療育支援体制の充実

（５）障害のある子ども
一人ひとりが十分に教
育を受けられるための
取組の充実

（教）特別支援教育課 16
小・中学校等における特別支援教育に
関する個別の教育支援計画作成率（％）

％ 92.9 94.5 96.1 97.7

・五次計画からの継続
総合計画より(H３２目標)

21 ４-（５）
４　障害のある子どもの
療育支援体制の充実

（５）障害のある子ども
一人ひとりが十分に教
育を受けられるための
取組の充実

（教）特別支援教育課 17
特別支援教育に関する教員研修受講率
（％）

％ - 90 90 90

・五次計画からの継続
文部科学省の調査が隔年となったため、H28の
数値なし。

22 ４-（５）
４　障害のある子どもの
療育支援体制の充実

（５）障害のある子ども
一人ひとりが十分に教
育を受けられるための
取組の充実

（教）特別支援教育課
特別支援教育に関する校内委員会の設
置率

％ 100 100 100 100

・内閣府障害者基本計画関連成果目標

23 ４-（５）
４　障害のある子どもの
療育支援体制の充実

（５）障害のある子ども
一人ひとりが十分に教
育を受けられるための
取組の充実

（教）特別支援教育課 特別支援教育コーディネーターの指名率 ％ 100 100 100 100

・内閣府障害者基本計画関連成果目標

24 ４-（５）
４　障害のある子どもの
療育支援体制の充実

（５）障害のある子ども
一人ひとりが十分に教
育を受けられるための
取組の充実

（教）教職員課
（教）特別支援教育課

特別支援学校教員の特別支援学校教諭
免許状保有率

％ 87.7 90.6 92.1 93.5

・内閣府障害者基本計画関連成果目標

25 ４-（５）
４　障害のある子どもの
療育支援体制の充実

（５）障害のある子ども
一人ひとりが十分に教
育を受けられるための
取組の充実

（教）特別支援教育課
特別支援学校のセンター的機能を主とし
て担当する分掌・組織（例：「地域支援
部」等を設けている割合）

％ 100 100 100 100

・内閣府障害者基本計画関連成果目標
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